
収去した乳幼児用下着 10 製品におけるホルムアルデヒド

試験結果を表 3 に示す．検体No.5 の製品において，吸光度差

0.19 で溶出量 57 µg/g のホルムアルデヒドが検出された．そ

の他，基準を超える製品はなかったが，吸光度差 0.04～0.05

で基準 16 µg/g に近い 12～14 µg/g を検出した製品が4 製品あ

った． 

ホルムアルデヒドの基準違反が起こる原因としては，製品

の製造工程でホルムアルデヒドが使用され，水洗いなどの処

理が不十分なことにより最終製品に残留する場合や揮発しや

すいため，保管，流通，販売の過程で他のホルムアルデヒド

が含まれているものから移染する場合が考えられる 3) ． 

今回違反となった製品については，輸入前の自主検査にお

いて基準に適合していたことが確認されていたことから，販

売までの過程において，何らかの原因で移染が生じた可能性

が考えられる．製造業者や輸入業者，販売業者には，ホルム

アルデヒドの移染防止対策について情報提供をしていきたい．

また，大嶋らの報告 4) によれば，繊維製品中のホルムアルデ

ヒドの低減には，洗剤を用いた洗濯が効果的であることが確

認されている．購入した衣服等は，一度洗濯してから使用す

ることで，ホルムアルデヒドを低減できると考えられる．県

民には，家庭でできるホルムアルデヒドの低減方法について

情報提供し，健康被害の未然防止に努めていきたい． 

 

表 3 ホルムアルデヒド試験結果 

検検体体No. 分分類類 吸吸光光度度差差 溶溶出出量量（（µg/g））

1 下着 0.05 14

2 下着 0.03 9

3 下着 0.05 14

4 下着 0.03 9

5 下着 0.19 57

6 下着 0.05 14

7 下着 0.03 9

8 下着 0.04 12

9 下着 0.02 7

10 下着 0.02 7

0.05以下 16以下

品　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試　験　項　目
ホルムアルデヒド

（出生後24月以内の乳幼児のもの）

基　　　　準
 

 

Ⅳ まとめ 

平成23年度から令和2年度にかけて当センターで実施した

有害物質を含有する家庭用品の基準検査結果についてまとめ

た．過去 10 年間で 793 製品，1393 項目の試験検査を実施し，

基準違反としては，乳幼児用下着 1 製品から基準値超過とな

る吸光度差 0.19 で溶出量 57 µg/g のホルムアルデヒドが検出

された．その他の項目では，基準違反事例は確認されなかっ

た． 

今回，他自治体からの通報に対して迅速に対応することで，

健康被害の発生を未然に防止することができた．また，本県

での違反事例は少ないものの全国的に見ると毎年違反事例が

報告されている 5) ,6) ．全国での違反事例を踏まえながら，今

後も引き続き定期的な監視を行い，健康被害の未然防止に努

めたい． 
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要 旨 
 

水道水の水質基準 11 項目，水質管理目標設定項目 3 項目及び要検討項目 1 項目の金属類 15 項目の誘導結合プラ

ズマ－質量分析装置による一斉分析法について，厚生労働省の「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」に

基づく妥当性評価を行った結果，いずれも目標を満たしていた． 

 

Key words：妥当性評価 validation , 金属類 metals , 一斉分析法 simultaneous analytical method 

ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

 

 

Ⅰ はじめに 

水道水の水道法第4条に基づく水質基準は，「水質基準に関

する省令（厚生労働省令第101号）」1) により現在51項目につ

いて定められており，水道事業者等には遵守義務及び検査義

務が課せられている2) ．また，その検査方法については，「水

質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方

法（厚生労働省告示第261号）」3) において定められている．  

前回，妥当性評価の報告後4) ，装置を更新したため，今回，

水質基準11項目（Cd，Se，Pb，As，Cr6+，B，Zn，Al，Fe，

Cu及びMn），水質管理目標項目3項目（Sb，U及びNi）及び

要検討項目1項目（Mo）について，金属類の標準検査方法で

ある誘導結合プラズマ－質量分析装置（以下「ICP-MS」とい

う．）による一斉分析法を用いて，水道水質検査方法の妥当

性評価ガイドライン5) （以下「ガイドライン」という．）に

基づく妥当性評価を実施したので，その結果を報告する． 

 

Ⅱ 方法 

１ 試料 

 水道水  

２ 試薬 

金属混合標準液は，SPEC社のXSTC-760D（Fe：30 mg/L，

B，Al，Cu及びZn：10 mg/L，Mo：7 mg/L，Mn：5 mg/L，Cr：

2 mg/L，As，Ni，Pb及びSe：1 mg/L，Cd：0.3 mg/L，Sb及び

U：0.2 mg/Lを含む．）を用いた．内部標準原液は，関東化学

(株)製のBe，Y，In及びTl標準原液（各1000 mg/L）を，硝酸

1.42は，関東化学(株)製（Ultrapur-100）を使用した． 

精製水は，MilliQ-Advantage A10（メルク(株)製）で製造し

た超純水を使用した． 

３ 標準溶液の調製 

 標準溶液は金属混合標準液を精製水に添加し，表1の濃度と

なるように調製した． 

 混合内部標準液はBe，Y，In及びTl標準原液を精製水に添

加し，表2の濃度となるように調製した． 
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表1 標準溶液濃度 

検査対象物 濃度範囲（濃度点）（µg/L） 

B，Al，Cu，Zn 5，10，20，50，100 

Cr 1，2，4，10，20 

Mn 2.5，5，10，25，50 

Fe 15，30，60，150，300 

Mo 3.5，7，14，35，70 

Ni，As，Se，Pb 0.5，1，2，5，10 

Cd 0.15，0.3，0.6，1.5，3 

Sb，U 0.1，0.2，0.4，1，2 

      

表2 混合内部標準液濃度 

内部標準物質 Be Y In Tl 

濃度(mg/L) 2.0 0.25 0.25 0.25 

 

４ 試料溶液の調製 

妥当性評価用の試料溶液は，試料に金属混合標準液を添加 

して，B，Al，Cu及びZnが0.005 mg/L，Crが0.001 mg/L，Mn

が0.0025 mg/L，Feが0.015 mg/L，Moが0.0035 mg/L，Ni，As，

Se及びPbが0.0005 mg/L，Cdが0.00015 mg/L，Sb及びUが0.0001 

mg/Lとなるように調製した． 

 次に前処理として，ポリプロピレン製分解チューブに試料

を50 mL分取し，硝酸1.42を0.5 mL添加し，ドライブロック

バスを用いて100°C前後で静かに2時間加熱した．放冷後に精

製水を加えて50 mLとした． 

５ 装置及び測定条件  

装置はICP-MS 7800（Agilent Technologies社製）を使用した．

ICP-MS分析条件を表3に，検査対象物及び内部標準物質の測

定質量数を表4に示す．混合内部標準液は，装置で自動添加し 

 

表4 検査対象物及び内部標準物質の測定質量数 

検査対象物 質量数 内部標準物質 質量数 

B 11 Be 9 

Al 27 

Y 89 

Cr 52 

Mn 55 

Fe 56 

Ni 60 

Cu 63 

Zn 66 

As 75 

Se 78 

Mo 95 

Cd 111 
In 115 

Sb 121 

Pb 208 
Tl 205 

U 238 

 

た． 

検量線の評価は 3 併行，1 日間での測定を，添加試料の評 

価は 5 併行，1 日間での測定を行った． 

 

Ⅲ 結果及び考察 

ガイドラインにおける目標を表 5 に，妥当性評価結果を表

6 に示す．検量線，添加試料ともに真度，併行精度，キャリ

ーオーバー，選択性においてガイドラインの目標を満たして

いることを確認した． 

 

Ⅳ まとめ 
水質基準 11 項目（Cd，Se，Pb，As，Cr6+，B，Zn，Al，Fe，

Cu 及びMn），水質管理目標項目 3 項目（Sb，U 及びNi）及

び要検討項目 1 項目（Mo）について，ICP-MS による一斉分

析法を用いて妥当性評価を行った．検量線及び添加試料につ

いて評価した結果，いずれもガイドラインの目標を満たして

いた．

表 5 ガイドラインにおける目標 

・検量線 

キャリーオーバー 真度（%） 併行精度（RSD%） 

検量線の濃度範囲の下限値未満 80～120 ≦ 10 

・添加試料 

選択性 真度（%） 併行精度（RSD%） 

妨害ピークがないこと 70～130 ≦ 10 

表3 ICP-MS分析条件 

装置：ICP-MS 7800（Agilent Technologies社製） 

キャリアガス：Ar 

コリジョンリアクションガス：He，H2  

反射電力：<20 W 

入射電力：700～1600 W 

表 6 妥当性評価結果 

検査対象物 

検量線 添加試料 

キャリー 

オーバー 

真度 

(%) 

併行精度 

(RSD%) 
選択性 

真度 

(%) 

併行精度 

(RSD%) 

定量下限 

(mg/L) 

B 下限値未満 99.2-101.9 0.7-2.6 妨害ピーク無し 102.3 6.3 0.005 

Al 下限値未満 99.4-100.9 1.2-3.7 妨害ピーク無し 95.5 6.5 0.005 

Cr 下限値未満 99.7-100.4 0.1-1.3 妨害ピーク無し 90.2 1.7 0.001 

Mn 下限値未満 99.3-102.4 0.5-1.4 妨害ピーク無し 101.2 1.1 0.0025 

Fe 下限値未満 92.9-102.1 0.2-5.9 妨害ピーク無し 94.3 2.3 0.015 

Ni 下限値未満 97.7-102.4 0.5-1.8 妨害ピーク無し 91.8 1.6 0.0005 

Cu 下限値未満 96.7-105.2 0.4-1.9 妨害ピーク無し 94.4 1.3 0.005 

Zn 下限値未満 98.2-107.1 0.7-1.1 妨害ピーク無し 103.3 1.3 0.005 

As 下限値未満 99.4-101.7 0.2-0.8 妨害ピーク無し 103.5 1.4 0.0005 

Se 下限値未満 98.1-101.3 1.8-6.0 妨害ピーク無し 99.0 4.2 0.0005 

Mo 下限値未満 96.5-113.6 0.2-1.8 妨害ピーク無し 115.2 0.6 0.0035 

Cd 下限値未満 99.1-101.1 0.3-2.1 妨害ピーク無し 99.6 1.4 0.00015 

Sb 下限値未満 98.9-104.8 0.9-4.7 妨害ピーク無し 102.7 5.8 0.0001 

Pb 下限値未満 99.7-100.8 0.7-1.7 妨害ピーク無し 97.3 1.4 0.0005 

U 下限値未満 99.5-101.3 0.6-1.2 妨害ピーク無し 100.6 0.9 0.0001 
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表1 標準溶液濃度 

検査対象物 濃度範囲（濃度点）（µg/L） 

B，Al，Cu，Zn 5，10，20，50，100 

Cr 1，2，4，10，20 

Mn 2.5，5，10，25，50 

Fe 15，30，60，150，300 

Mo 3.5，7，14，35，70 

Ni，As，Se，Pb 0.5，1，2，5，10 

Cd 0.15，0.3，0.6，1.5，3 

Sb，U 0.1，0.2，0.4，1，2 

      

表2 混合内部標準液濃度 

内部標準物質 Be Y In Tl 

濃度(mg/L) 2.0 0.25 0.25 0.25 

 

４ 試料溶液の調製 

妥当性評価用の試料溶液は，試料に金属混合標準液を添加 

して，B，Al，Cu及びZnが0.005 mg/L，Crが0.001 mg/L，Mn

が0.0025 mg/L，Feが0.015 mg/L，Moが0.0035 mg/L，Ni，As，

Se及びPbが0.0005 mg/L，Cdが0.00015 mg/L，Sb及びUが0.0001 

mg/Lとなるように調製した． 

 次に前処理として，ポリプロピレン製分解チューブに試料

を50 mL分取し，硝酸1.42を0.5 mL添加し，ドライブロック

バスを用いて100°C前後で静かに2時間加熱した．放冷後に精

製水を加えて50 mLとした． 

５ 装置及び測定条件  

装置はICP-MS 7800（Agilent Technologies社製）を使用した．

ICP-MS分析条件を表3に，検査対象物及び内部標準物質の測

定質量数を表4に示す．混合内部標準液は，装置で自動添加し 

 

表4 検査対象物及び内部標準物質の測定質量数 

検査対象物 質量数 内部標準物質 質量数 

B 11 Be 9 

Al 27 

Y 89 

Cr 52 

Mn 55 

Fe 56 

Ni 60 

Cu 63 

Zn 66 

As 75 

Se 78 

Mo 95 

Cd 111 
In 115 

Sb 121 

Pb 208 
Tl 205 

U 238 

 

た． 

検量線の評価は 3 併行，1 日間での測定を，添加試料の評 

価は 5 併行，1 日間での測定を行った． 

 

Ⅲ 結果及び考察 

ガイドラインにおける目標を表 5 に，妥当性評価結果を表

6 に示す．検量線，添加試料ともに真度，併行精度，キャリ

ーオーバー，選択性においてガイドラインの目標を満たして

いることを確認した． 

 

Ⅳ まとめ 
水質基準 11 項目（Cd，Se，Pb，As，Cr6+，B，Zn，Al，Fe，

Cu 及びMn），水質管理目標項目 3 項目（Sb，U 及びNi）及

び要検討項目 1 項目（Mo）について，ICP-MS による一斉分

析法を用いて妥当性評価を行った．検量線及び添加試料につ

いて評価した結果，いずれもガイドラインの目標を満たして

いた．

表 5 ガイドラインにおける目標 

・検量線 

キャリーオーバー 真度（%） 併行精度（RSD%） 

検量線の濃度範囲の下限値未満 80～120 ≦ 10 

・添加試料 

選択性 真度（%） 併行精度（RSD%） 

妨害ピークがないこと 70～130 ≦ 10 

表3 ICP-MS分析条件 

装置：ICP-MS 7800（Agilent Technologies社製） 

キャリアガス：Ar 

コリジョンリアクションガス：He，H2  

反射電力：<20 W 

入射電力：700～1600 W 

表 6 妥当性評価結果 

検査対象物 

検量線 添加試料 

キャリー 

オーバー 

真度 

(%) 

併行精度 

(RSD%) 
選択性 

真度 

(%) 

併行精度 

(RSD%) 

定量下限 

(mg/L) 

B 下限値未満 99.2-101.9 0.7-2.6 妨害ピーク無し 102.3 6.3 0.005 

Al 下限値未満 99.4-100.9 1.2-3.7 妨害ピーク無し 95.5 6.5 0.005 

Cr 下限値未満 99.7-100.4 0.1-1.3 妨害ピーク無し 90.2 1.7 0.001 

Mn 下限値未満 99.3-102.4 0.5-1.4 妨害ピーク無し 101.2 1.1 0.0025 

Fe 下限値未満 92.9-102.1 0.2-5.9 妨害ピーク無し 94.3 2.3 0.015 

Ni 下限値未満 97.7-102.4 0.5-1.8 妨害ピーク無し 91.8 1.6 0.0005 

Cu 下限値未満 96.7-105.2 0.4-1.9 妨害ピーク無し 94.4 1.3 0.005 

Zn 下限値未満 98.2-107.1 0.7-1.1 妨害ピーク無し 103.3 1.3 0.005 

As 下限値未満 99.4-101.7 0.2-0.8 妨害ピーク無し 103.5 1.4 0.0005 

Se 下限値未満 98.1-101.3 1.8-6.0 妨害ピーク無し 99.0 4.2 0.0005 

Mo 下限値未満 96.5-113.6 0.2-1.8 妨害ピーク無し 115.2 0.6 0.0035 

Cd 下限値未満 99.1-101.1 0.3-2.1 妨害ピーク無し 99.6 1.4 0.00015 

Sb 下限値未満 98.9-104.8 0.9-4.7 妨害ピーク無し 102.7 5.8 0.0001 

Pb 下限値未満 99.7-100.8 0.7-1.7 妨害ピーク無し 97.3 1.4 0.0005 

U 下限値未満 99.5-101.3 0.6-1.2 妨害ピーク無し 100.6 0.9 0.0001 
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